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１ 新しい総合事業の概要（国の考え方） 

(1) 新しい総合事業の趣旨 

総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主

体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推

進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指

すものです。 
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（2）「予防給付」の見直しと新しい総合事業 

●予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた

取組ができる介護保険制度の地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事

業」に移行 

●既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボラ

ンティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援 
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（3）新しい総合事業の概要 

●訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き

予防給付によるサービス提供を継続することとなります。 

●介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介

護認定等を省略し、基本チェックリストで判定することによって、「介護予

防・生活支援サービス事業対象者」として迅速なサービス利用が可能になり

ます。 

●第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行っ

ていただきます。 
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２ 向日市が目指す新しい総合事業 

（1）基本的な考え方 

目指す姿 

●住み慣れた地域で高齢者がいきいきと安心して暮らせるまち 

 

本市の総合事業の基本的な考え方 

 

●高齢者の自立した生活を支援するため介護予防事業を推進します。 

●専門的な身体介護を含むサービスは引き続き、介護職により行います。 

●掃除、買物といった生活支援や機能訓練を中心とした短時間のデイサービス

は多様な担い手の参画を進めます。 

●高齢者をはじめ、市民の皆様が担い手になっていただけるサービスを推進し

ます。 

 

実施時期 

平成 29 年 4 月 
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（2）新しい総合事業の構成 

＝平成 29 年 4 月から本市で 

 実施するサービス 

・基本チェックリスト 

 該当者（介護予防・ 

 生活支援サービス 

事業対象者） 
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（3）訪問型サービスのメニュー 

サ ー ビ ス 現行の予防相当 多様なサービス 

種 別 ①現行相当サービス 
②訪問型サービスＡ 新規 

（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスＢ 新規 

（住民主体による支援） 

事 業 名 介護予防ヘルプサービス 生活支援ヘルプサービス 地域支え合いヘルプサービス 

内 容 等 

●身体介護 

 入浴介護など 
－ － 

●生活援助 

 掃除、洗濯、買物など 

●生活援助 

 掃除、洗濯、買物など 

●生活援助 

 掃除、洗濯、買物など 

  ●生活援助 

 草抜き、簡易な修繕、ゴミ出し

など 

実 施 方 法 事業者指定 事業者指定 委託 

（4）通所型サービスのメニュー 

サ ー ビ ス 現行の予防相当 多様なサービス 

種 別 ①現行相当サービス 
②通所型サービスＡ 新規 

（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスＣ 新規 

（短期集中予防サービス） 

事 業 名 介護予防デイサービス 短時間デイサービス 短期集中通所サービス 

サ ー ビ ス 

内 容 等 

●現行の通所介護と同様 ●機能訓練：必須 

●入浴、送迎：選択制 

●運動、口腔、栄養プログラム 

（検討中） 

原則 3 時間以上／回 3 時間未満／回 ３か月～６か月／クール 

実 施 方 法 事業者指定 事業者指定 委託 
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【本市の高齢者を取り巻く現状】 

 本市では、高齢者の健康状態や日常生活を営むにあたってのニーズ等を把握するために、平成 28 年
７月、市内に暮らす 3,100 人の高齢者を対象にアンケート調査を実施しました。 
 その結果、要介護（要支援）認定を受けておられない高齢者の方の約８割は、健康でいきいきと過ご
されている姿がわかりました。 
 また、要支援認定を受けておられる方では、掃除や買物、草木の手入れなどの生活援助を望まれてい
る姿がわかりました。 

（１）高齢者一般 ～要支援・要介護認定を受けていない満 65 歳以上の被保険者～ 

 

 

 

 

（２）在宅者 ～要支援認定を受けている被保険者～ 

「向日市介護予防・日常生活支援総合事業及びこうふくプラン向日に係るアンケート（抜粋）」 

・自分は健康だと思う？ 
とても健康(10.9%)、まあまあ健康(64.2%)  

・自分の考えをうまく伝えられる？ 
伝えられる(85.6%)   

・５分前のことが思い出せる？ 
はい(83.2%)、いいえ(14.8%)  

・周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われる？ 
 いいえ(88.8%)、はい(9.3%) 
・家事における困りごと 

掃除(9.9%)、買い物(5.1%)、洗濯(4%)、ゴミ出し(3.9%) 

 

・家事全般ができていますか？ 
 できている(48.5%)、できていない(46%) 
・家事で困っていることはどんなこと？ 

家具の移動(54%)、簡易な修繕(42.1%)、掃除(40.6%) 
庭の手入れ(33.2%)、買物(31.7%)     

・現在利用中の訪問介護サービス     
 清掃・ゴミ出し(63.5%)、買物代行(23.1%) 
・今後利用したい訪問介護サービス 
 清掃・ゴミ出し(44.2%)、買物代行(17.3%) 
・現在利用中もしくは利用したいサービスと同じサービスを、ボランティアや NPO等が安価で柔軟に提
供してくれるとしたら利用したいですか？ 

訪問：したい(46.2%)、したくない(36.5%) 
通所：したい(49.4%)、したくない(30.4%） 

・介護保険サービス全体で、住民やボランティアによる家事支援、支え合い、困りごとについての支援
などを受けたいですか？  

ぜひ受けたい(3%)、どちらかといえば受けたい(13.9%) 
あまり受けたくない(20.8%)、絶対に受けたくない(3.5%) 
わからない・不明・無回答(59%)  

・現在利用している介護保険外のサービス     
配食(8.9%)、草木・庭木の手入れ(7.9%)、健康づくり教室(6.4%) 
清掃(5.9%)、利用していない(18.8%) 

・自立した生活のためにあればいいと思う介護保険外サービスや地域の支え合い 
 草抜き・庭木の手入れ(14.4%)、清掃(12.4%) 

家の小規模修理(12.4%)、電球や灯油の交換(10.4%) 
買物代行(9.9%)、配食(9.9%)     
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■介護保険以外のサービスでどのようなサービスや地域の

■訪問介護における利用サービス（n=52） ■通所介護における利用サービス／希望サービス（n=79） 　支え合いがあればいいと思うか（n=202）

(単位：％） (単位：％） (単位：％）

食事の支度や片付け 7.7 利用 希望 食事の支度や片付け 6.4

洗濯 5.8 体操 63.3 51.9 弁当などの配食 9.9

清掃、ゴミ出し 63.5 機械を使ったトレーニング 46.8 41.8 買物（移動販売・通信販売等による宅配） 9.4

買物の付添い 3.8 合唱やカラオケ 24.1 26.6 洗濯 5

買物の代行 23.1 折り紙等の手作業 21.5 19.0 布団干し 7.4

衣類の整理、被服の補修 1.9 入浴 40.5 39.2 清掃 12.4

服薬の介助 1.9 食事やおやつ 49.4 40.5 ゴミ出し 6.4

生活に関する相談・助言 1.9 仲間との交流 39.2 40.5 郵便物の整理 2

食事の介助 3.8 その他 5.1 1.3 障子の張り替え 6.9

入浴の介助 5.8 不明・無回答 6.3 13.9 草抜き・庭木の手入れ 14.4

通院の付添い 1.9 電球や灯油の交換 10.4

排泄の介助 1.9 ■通所介護における利用回数（n=79） 外出の際の送迎 8.9

その他 5.8 (単位：％） 家の小規模修理 12.4

不明・無回答 21.2 週１回 31.6 病院への付添い 7.4

週２回 49.4 市役所や銀行・郵便局等への付添い 6.9

■訪問介護における利用回数（n=52） 週３回 7.6 サロンなどの交流会や会食会 5.9

(単位：％） 週４回以上 5.1 健康づくりのための教室 6.4

週１回以下 46.2 不明・無回答 6.3 生活に関する相談・話相手 7.4

週２回 19.2 見守り・安否確認 8.9

週３回 9.6 ■通所介護における利用時間（n=79） その他 2

週４回以上 1.9 (単位：％） 介護保険以外のサービスは利用していない 6.9

不明・無回答 23.1 朝から夕方（１日） 44.3 不明・無回答 48.5

午前又は午後（半日） 48.1

不明・無回答 7.6

要支援者のサービス利用状況等
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３ 対象者 

（1）対象者 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

① 要支援者（認定有効期間の開始年月日が平成２９年 4 月 1 日以降の方） 

② 事業対象者（基本チェックリスト該当者）※有効期間なし 

●現在、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスを受けている方は、原則とし

て、平成 29 年 4 月以降の認定更新時等に、順次、総合事業のサービス利用に移行し、引き

続き訪問介護等を受けていただくことができます。 

●平成 29 年 4 月より前から「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を利用する要支援者

には、原則として、平成 29 年 4 月以降も認定更新までは、現在の予防給付（介護予防訪問

介護・介護予防通所介護）のサービスを提供します。 

●ただし、平成 29 年 4 月以降であれば、認定更新時期の到来前でも、本人の希望により、総

合事業のサービス利用への移行が可能です。 

●平成 29 年 4 月以降に新規認定又は認定更新等により要支援認定を受けた方には、予防給付

（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）ではなく総合事業のサービスを提供します。 

＜認定更新の場合の総合事業への移行について（例）＞ 

 

※原則として、認定有効期限の更新時に、順次、総合事業のサービス利用に移行します。 

※認定更新で総合事業に移行する際の基本チェックリストの実施は、平成 29 年 2 月からとなり

ます。（新規利用のための基本チェックリストの実施は、平成 29 年 4 月からとなります。） 

 

イ 一般介護予防事業 

  第 1 号被保険者全ての方 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

①認定有効期限
H29.3末

②認定有効期限
H29.4末

③認定有効期限
H30.2末

平成29年 平成30年

▼総合事業スタート ▼完全移行

予防給付 総合事業

予防給付 総合事業

予防給付（平成29年4月以降、総合事業に移行可能）
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 (2) 利用手続 

 国が示す利用手続及び基本チェックリストは、下図のとおりです。 

 本市の利用手続及び基本チェックリストの運用等については、現在調整中で

す。 
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４ 訪問型・通所型サービスの内容・基準・単価等 

(1) 訪問型サービス 

ア サービスの内容（案） 

サービス 現行の予防相当 多様なサービス 

事 業 名 
介護予防ヘルプサービス 生活支援ヘルプサービス新規 

（緩和した基準によるサービス） 
地域支え合いヘルプサービス新規 

（住民主体による支援） 

サービス 
内 容 

●身体介護（入浴介護など） 
予防給付で提供されている内容と同様 

  

●生活援助（掃除、洗濯など） 
予防給付で提供されている内容と同様 

●生活援助のみ（掃除、洗濯など） 
予防給付で提供されている内容と同様 

●生活援助 （掃除、洗濯など） 
予防給付で提供されている内容と同様 

  ●生活援助 （ゴミ出しなど） 

想定する 
対 象 者 

・既利用者で給付サービスの継続利用
が必要な人 

・身体介護が必要な人 
・退院直後等で状態が変化しやすく、
観察や状態に応じた支援が必要な
人 

・認知機能の低下が見込まれ、日常生 
活に支障を生じる可能性がある 

・身体介護を必要としないが、 家事等 
の生活援助が必要な人 

・一人暮らし高齢者や高齢者世帯など
に対する地域における見守りや生
活支援が必要な人 

 

サービス 
提供時間 

予防給付と同様 予防給付と同様 今後調整 
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イ 基準・サービス単価（案） 

サービス 現行の予防相当 多様なサービス 

種 別 介護予防ヘルプサービス 生活支援ヘルプサービス新規 
地域支え合いヘルプ

サービス新規 

人 員 

 

 配置要件 必要な資格 

管 理
者 

常勤専従
１ 
※１ 

実務経験が概ね
２年以上 

サ ー
ビ ス
提 供
責 任
者 

常勤の訪
問介護員
等の内利
用者 40 人
に 1 人以
上 
※２ 

次のいずれも該
当する者 
①介護福祉士ほ
か厚生労働大
臣が定める者 

②実務経験が概
ね２年以上 

訪 問
介 護
員等 

常勤換算
2.5 以上 

介護福祉士又は
政令で定める者
（訪問介護員） 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

※２ 一部非常勤職員も可能 

 

 配置要件 必要な資格 

管 理
者 

常勤専従
１ 
※１ 

なし 

訪 問
事 業
責 任
者 

1 人以上 
※２ 

次のいずれかに
該当する者 
①介護福祉士ほ
か厚生労働大
臣が定める者 

②訪問介護事業
所での実務経
験を概ね３年
以上有し、介
護職員初任者
研修と同等の
能力を有する
と認められる
者  

従 事
者 

必要数 介護福祉士又は
政令で定める者
（訪問介護員） 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

※２ サービス提供責任者の資格要件を
緩和した上で、同様の職務に当た
る者 

 
今後調整 

設 備 
①事務室（7.4 ㎡以上）、相談スペース（必
要な広さ） 

②その他必要な設備 

①事務室（必要な広さ） 
②その他必要な設備 

今後調整 

単 価 設 定

の 単 位 
１月当たり(1 回当たり) １月当たり（1 回当たり） 1 回当たり 

単 位  

頻度 月単位 １回当単位 

週１回程度 1,168 266※１ 

週 2 回程度 2,335 270※２ 

週２回以上 3,704 285※３ 

※１ 月合計４回が限度 

※２ 月合計８回が限度 

※３ 月合計１２回が限度 

 

頻度 月単位 １回当単位 

週１回程度 988 225 

週 2 回程度 1,972 228 

週２回以上 3,132 241 

 

 

 

今後調整 

地 域 単 価 向日市の介護給付（訪問介護）の地域区分単価と同じ（10.42 円）  

自 己 負 担 介護給付と同じ（１割又は２割） 今後調整 
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イ 基準２（案） 

 訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合 

人 員 

 

 配置要件 必要な資格 備考 

管理者 常勤専従１※１ 実務経験が概ね２年以上  

サービス提供

責任者 

常勤の訪問介護員等

の内利用者 40 人に

1 人以上※２。 

訪問型サービスAの

利用者に対しては、

必要数。 

次のいずれも該当する者 

①介護福祉士ほか厚生労働大

臣が定める者 

②実務経験が概ね２年以上 

・訪問介護及び現行相当サー

ビスについては、現在と同じ

基準で配置。 

・訪問型サービス A は利用者

数にかかわらず適切な人数

を配置 

従事者 常勤換算 2.5 以上 介護福祉士又は政令で定める

者（訪問介護員） 

・常勤換算 2.5人以上を最低限

の基準とし、利用者数にかか

わらず適切な人数を配置 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

※２ 一部非常勤職員も可能 

設 備 
①事務室（7.4 ㎡以上）、相談スペース（必要な広さ） 

②その他必要な設備 
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(2) 通所型サービス 

ア サービスの内容（案） 

サ ー ビ ス 現行の予防相当 多様なサービス 

事 業 名 
介護予防デイサービス 短時間デイサービス新規 

(緩和した基準によるサービス) 

短期集中通所サービス新規 

（短期集中予防サービス） 

サ ー ビ ス 

内 容 

●身体機能維持、向上のために 

・食事や入浴などの日常生活上の支援 

・生活機能向上のための機能訓練 

・口腔機能向上サービス 

・栄養改善向上サービス 

・生活機能向上グループ活動 （交流等） 

・予防給付で提供されている内容と同様 

●生活機能維持、向上のために 

・生活機能向上のための機能訓練 

●入浴、送迎（いずれも選択制） 

●運動機能維持向上のために 

●栄養改善・口腔機能向上のために 

・専門職による短期集中プログラムの実施 

 

想 定 す る 

対 象 者 

・既利用者で給付サービスの継続利用が必要

な人 

・食事・排泄・入浴・移動時等に状況確認や助

言が必要な人 

・退院直後等で状態が変化しやすく、観察や

状態に応じた支援が必要な人 

・認知機能の低下が見込まれ、日常生活に支

障を生じる可能性がある人 

・閉じこもりがちな高齢者 

・社会参加を促し、交流を通じて心身の状態

を改善・向上ができると思われる人 

・生活機能の低下のおそれのある高齢者 
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イ 基準（案） 

サービス 現行の予防相当 多様なサービス 

事 業 名 介護予防デイサービス 
短時間デイサービス新規 

(緩和した基準によるサービス) 

短期集中通所サービス新規 

（短期集中予防サービス） 

人 員  

 配置要件 必要な資格 

管理者 常勤専従１ 

※１ 

実務経験が概ね 2 年以上 

生活相

談員 

１以上（サービス提供

時間分の配置） 

次のいずれも該当する者 

①社会福祉法第 19 条第 1 項各

号のいずれかに該当する者

又はこれと同等の能力を有

すると認められる者 

②実務経験が 2 年以上 

機能訓

練指導

員 

１以上 次のいずれかに該当する者 

理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、(准)看護師、柔道整復

師、あん摩マッサージ指圧師 

看護職

員 

定員 11 人以上の場合

単位ごとに専従１以上 

(准)看護師 

 

介護職

員 

～15 人：専従１以上 

16人～：専従１に加え、

15人を超える利用者１

人に専従 0.2 以上 

なし 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

 

 配置要件 必要な資格 

管理者 常勤専従１ 

※１ 

なし 

相談員 

※２ 

単位ごとに１以上 次のいずれかに該当する者 

①社会福祉法第 19 条第 1項各

号のいずれかに該当する者

又はこれと同等の能力を有

すると認められる者 

②通所介護事業所での実務経

験を概ね 3 年以上有し、①と

同等の能力を有すると認め

られる者 

機能訓

練指導

員 

１以上 次のいずれかに該当する者 

理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、(准)看護師、柔道整復

師、あん摩マッサージ指圧師 

看護職

員 

必要に応じて配置 (准)看護師 

介護職

員 

～15 人：専従１以上 

16人～：専従１に加え、

15人を超える利用者１

人に専従 0.2 以上 

なし 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

※２ 生活相談員の資格要件を緩和したうえで、同様の職務に当た

る者 

 

現行の二次予

防事業を移行

予定 

設 備 ①事務室（7.4 ㎡以上）、食堂兼機能訓練室（定員×3 ㎡）、相談室、

静養室 

②その他必要な設備、耐震性の確保 

①事務室（必要な広さ）、食堂兼機能訓練室（定員×3 ㎡）、相談室、

静養スペース 

②その他必要な設備、耐震性の確保 

同上 
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イ 基準２（案） 

 通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合 

人 員 

 

 配置要件 必要な資格 備考 

管理者 常勤専従１ 

※１ 

実務経験が概ね 2 年以上  

生活相談員 １以上（サービス提供時間分

の配置） 

次のいずれも該当する者 

①社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいず

れかに該当する者又はこれと同等の

能力を有すると認められる者 

②実務経験が 2年以上 

・通所介護のサービス提供時間分の配置が必

要 

機能訓練指導員 １以上 次のいずれかに該当する者 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

(准)看護師、柔道整復師、あん摩マッサ

ージ指圧師 

 

看護職員 定員11人以上の場合単位ごと

に専従１以上 

(准)看護師 

 

・訪問型サービス A の利用定員は除外し、通

所介護及び現行相当サービスの利用定員

が 11 人以上の場合は単位ごとに配置が必

要 

介護職員 ～15 人：専従１以上 

16 人～：専従１に加え、15 人

を超える利用者１人に専従

0.2 以上 

なし ・単位毎の利用者の合計数に対して、現在と

同じ基準で必要な人数を計算 

※１ 支障がない場合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

設 備 
①事務室（7.4㎡以上）、相談スペース（必要な広さ） 

②その他必要な設備 
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ウ サービス単価（案） 

サ ー ビ ス 現行の予防相当 多様なサービス 

事 業 名 介護予防デイサービス 
短時間デイサービス新規 

(緩和した基準によるサービス) 

通所型サービスＣ新規 

（短期集中予防サービス） 

単価設定の

単 位 
１月当たり(1 回当たり) １月当たり(1 回当たり) 現行の二次予防事業を移行予定 

単 位 

 

サービス提供時間 原則 3 時間以上 

入浴の有無 あり なし 

月額（包

括）報酬 

週１回 1,647 1,447 

週２回以上 3,377 2,977 

１回当た

り報酬 

週１回 378 332 

週２回以上 389 343 

※送迎加算は、上記の基本報酬に含む 

※1 回当たり報酬の週 1 回の月の合計回数は

４回が限度 

※1 回当たり報酬の週２回以上の月の合計回

数は 8 回が限度 

入浴あり 

サービス提供時間 3 時間未満 

送迎の有無 あり なし 

月額（包

括）報酬 

週１回 1,377 967 

週２回以上 2,795 1,979 

１回当た

り報酬 

週１回 316 222 

週２回以上 322 228 

入浴なし 

サービス提供時間 3 時間未満 

送迎の有無 あり なし 

月額（包

括）報酬 

週１回 1,159 749 

週２回以上 2,361 1,545 

１回当た

り報酬 

週１回 266 172 

週２回以上 272 178 
 

 

 

地 域 単 価 向日市の介護給付（通所介護）の地域区分単価と同じ（10.27円） － 

自 己 負 担 介護給付と同じ（１割又は２割） 今後調整 
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（3）訪問型（通所型）サービスにおける加算・減算項目（案） 

Ａ．訪問型サービス 

No 加算・減算項目（案） 介護予防ヘルプ 生活支援ヘルプ 

1 サービス提供責任者に関する減算 ● × 

2 同一建物減算 ● ● 

3 初回加算 ● ● 

4 生活機能向上連携加算 ● ● 

5 介護職員処遇改善加算 ● ● 

 

B．通所型サービス 

No 加算・減算項目（案） 介護予防デイ 短時間デイ 

1 利用者の数が利用定員を超える場合の減算 ● ● 

2 職員の員数が基準に満たない場合の減算 ● × 

3 若年性認知症利用者受入加算 ● × 

4 同一建物減算 ● × 

5 生活機能向上グループ活動加算 ● ● 

6 運動器機能向上加算 ● ● 

7 栄養改善加算 ● ● 

8 口腔機能向上加算 ● ● 

9 選択的サービス複数実施加算 ● ● 

10 事業所評価加算 ● ● 

11 サービス提供体制強化加算 ● ● 

12 介護職員処遇改善加算 ● ● 

13 看護職員配置加算（独自加算） × ● 
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(4) 指定サービスの報酬単価 

● 算定単位が１月当たりの月額（包括）報酬を引き続き設定します。 

● 総合事業における訪問型サービス、通所型サービスについては、異なる類型

のサービスを組み合わせて利用することが可能です（それぞれ異なる指定事

業所を利用することも可）。このため、1 回当たり単価を新たに設定します。 

● 通所型サービスについて、総合事業では週当たりの利用回数による報酬体

系とします。 

《ポイント！》 

① 報酬については原則月額報酬とし、１回当たり報酬については１か月の

うちに訪問型サービス内、通所型サービス内で、異なる類型のサービスを組

み合わせて利用する場合にのみ使用可能です。 

② 組み合わせで利用する場合でも、１月の単位の合計が、高い方のサービス

の月額報酬の単位を超えて利用することはできません。 

③ １つのサービスのみ利用するか、組み合わせて利用するかは、介護予防サ

ービス・支援計画表の作成時に決定します。 

 

(5) 留意事項 

新たに創設したサービスの利用を希望しているにも関わらず、事業開始直後

等で供給が十分になく、希望するサービスが利用できない場合には、現行相当の

サービス等の利用も可とし、その際の報酬は実際に利用したサービスの報酬が

適用されます。 

 

例）地域支え合いヘルプサービスの供給が十分でない場合 

 代替として「生活支援ヘルプサービス」を利用する。その際、報酬は生活支援

ヘルプサービスの報酬が適用される（更に、「生活支援ヘルプサービス」の供給

も十分でない場合は、「介護予防ヘルプサービス」を利用し、その際は、介護予

防ヘルプサービスの報酬が適用される）。 
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(6) 指定サービスの利用者負担 

 利用者負担は介護給付と同じ、サービス費用の 1 割（原則）又は２割（一定以

上所得者）とします。 

 

(7) 指定サービスの利用限度額 

 要支援認定を受けた方(要支援者)が総合事業を利用する場合には、現在適用さ

れている予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と総合事業を一体的に給付管

理します。 

 基本チェックリストにより事業対象と判定された方(事業対象者)の利用限度

額は、予防給付の要支援１と同じとします。 

 

(8) 指定サービスの利用頻度 

事業対象者は、利用限度額の範囲内で、必要なサービスを必要な回数利用でき

ます。 

 

(9) 請求に使用するサービスコードについて 

詳細については、本市ホームページで改めてお知らせします。 
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５ 事業所指定 

（1）事業所の指定について 

訪問型サービスと通所型サービスについては、委託型の事業を除き、事業者の

申請に基づき、基準を満たした事業所に対して市長が指定を行います。 

事業者は法人格が必要であり、また指定に当たっては、介護保険と同様の欠格

事項を設ける予定です。 

法人の定款については、目的欄に第１号事業（介護保険法第１１５条の４５第

１項第１号に規定する事業）を行うことの記載が必要です。 

これまで介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を実施していない法人が総

合事業を新たに実施する場合は、指定日までに定款変更の手続が必要となりま

すのでご注意ください。 

また、これまで介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を実施していた法人

については、定款変更の手続きを速やかに進めてください。事業所指定の手続き

の際に、定款に記載がない場合は、更新手続きができませんので、ご注意くださ

い。 

 

 

※１ 従来の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」については、平成 30

年３月 31 日まで実施する可能性があるため、それまでは定款等から削除し

ないでください。 

 

※２ 定款等の変更に当たっては、所管する行政機関がある場合、事前に確認が

必要です。 
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（2）指定方法について 

 向日市では平成２９年４月１日の総合事業の開始に向けて、事業所の指定を

次のとおり行います。 

 

ア 対象サービスごとの事業所の分類 

 指定申請の手続については以下の分類ごとに異なります。 

 

訪問型サービス 

介護予防ヘルプサービス 

既存事業所（平成 27 年 3 月 31 日以前に介

護予防訪問介護の指定あり） 
① 

既存事業所（平成 27 年 4 月 1 日以降に介

護予防訪問介護の指定あり） 
② 

新規事業所 ③ 

 

生活支援ヘルプサービス 
既存事業所（介護予防訪問介護の指定あり） ④ 

新規事業所 ⑤ 

 

 

通所型サービス 

介護予防デイサービス 

既存事業所（平成 27 年 3 月 31 日以前に介

護予防通所介護の指定あり） 
⑥ 

既存事業所（平成 27 年 4 月 1 日以降に介

護予防通所介護の指定あり） 
⑦ 

新規事業所 ⑧ 

 

短時間デイサービス 
既存事業所（介護予防通所介護の指定あり） ⑨ 

新規事業所 ⑩ 
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イ 既存事業所において現行相当サービスと緩和型サービスを実施する場

合の申請 

 

指定手続きの対象一覧 
現行相当 

サービス 

緩和型 

サービス 

平成 27年 3月 31日時点で介護予防訪問介護・

介護予防通所介護の指定を受けている事業所 

申請不要 

(みなし指定） 
申請必要 

平成 27 年 4 月 1 日以降に介護予防訪問介護・

介護予防通所介護の指定を受けた事業所 
申請必要 申請必要 

 

ウ みなし指定を受けている事業所の手続き 

 

 分類①⑥の事業所は、国制度において既にそれぞれ現行相当サービスの指定

を受けているものとみなされています。そのため、現行相当サービスのみを実施

する場合は、新たに指定申請を行う必要はありません。 

平成２９年４月１日以降総合事業を実施しない場合は、期日までに廃止・休止

届出書の提出が必要です。 

なお、みなし指定をうけている事業所が、緩和型サービスを実施する場合は、

既存事業所として緩和型サービスの申請（分類④⑨）が必要となります。 

 

● 廃止・休止届出書の提出について（平成 28 年度中廃止分） 

提出書類：廃止・休止届出書 

受付方法：持参又は郵送 

受付期間：持参平成２９年１月５日～平成２９年１月３１日（高齢介護課） 

郵送平成２９年１月５日～平成２９年１月２９日(当日消印有効） 

注  意：郵送の場合は、総合事業廃止届在中と朱書きしてください。 

本市が受け付けたことの確認が必要な場合は、副本と返信用封筒

（郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの）を同封

してください。後日、受付印を押印のうえ返送します。 
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エ 既存事業所でみなし指定を受けていない事業所の手続き 

 

分類②④⑦⑨の事業所が、平成２９年４月１日から指定を受けようとする場

合は、期日までに指定申請が必要です。 

なお、平成２９年４月１日以降に指定を受ける場合は、「オ 新規事業所（平

成２９年４月１日指定分）の手続き」に記載している流れや提出書類と同様にな

ります。 

 

● 指定申請書の提出について 

提出書類：提出書類一覧表（ｐ29）のとおり 

受付方法：持参又は郵送 

受付期間：持参平成２９年１月５日～平成２９年１月３１日（高齢介護課） 

郵送平成２９年１月５日～平成２９年１月２９日(当日消印有効） 

注  意：郵送の場合は、総合事業指定申請書在中と朱書きしてください。 

本市が受け付けたことの確認が必要な場合は、副本と返信用封筒

（郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの）を同封

してください。後日、受付印を押印のうえ返送します。 

 

● 審査等について 

提出書類をもとに本市において審査のうえ、指定決定後に郵送で、指定書を

交付（平成２９年３月中旬予定）します。なお、提出書類の審査に加え、現地

確認による計測や来課による資格証の原本確認・面接等が必要な場合は、改め

て担当から連絡します。 
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オ 新規事業所（平成２９年４月１日指定分）の手続き 

 

 分類③⑤⑧⑩の事業所が、平成２９年４月１日から指定を受けようとする場

合は、事前相談のうえ、期日までに指定申請が必要です。 

 

●事前相談日 

 日時：平成２９年１月１０日（火） 午後１時 ～ 午後５時 

場所：向日市役所 本館３階 大会議室 

注意：事前相談にお越しの際は、電話でご予約ください。 

   ご予約がない場合は、予約事業所の相談を優先させていただきます。 

 

●事前相談から指定までの流れ 

（ア）事前相談 

 事業者において、事前相談書類（ｐ26）を作成のうえ、事前相談日にお越しい

ただき、事前相談を行っていただきます。 

 

（イ）事前相談完了 

 事前相談書類を本市において確認後、後日申請が可能な旨を連絡します。 

  

（ウ）申請・受付 

 事業者において、指定申請書及び添付書類を作成し、本市高齢介護課にお越し

のうえ申請していただきます。 

 ※明らかに指定基準を満たしていない場合や、提出書類に著しい不備がある

場合については、受け付けずに再提出を求めますので、基準や必要書類等を事前

に十分確認してください。 

 

（エ）現地確認・審査 

 後日、現地確認及び資格職の面接・資格証の原本確認等を行ったうえで、本市

において申請書類等の審査を行います。 

 

（オ）指定 

 本市の審査終了後、指定書を交付します。 
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●提出書類 

指定申請書および添付書類 

事
前
相
談 

申 
 

請 

各サービスの添付書類チェックシート  ○ 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）指定申請書  ○ 

各サービスの記載事項（付表） ○ ○ 

申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等  ○ 

管理者の経歴書  ○ 

サービス提供責任者又は訪問事業責任者の経歴書【訪問型サービスのみ】  ○ 

従業者の一覧表 ○ ○ 

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ○ ○ 

従業者の資格を証する書類  ○ 

事業所の平面図（面積・用途のわかるもの） ○ ○ 

事業所の位置図 ○  

事業所の設備等に係る一覧表【通所型サービスのみ】  ○ 

建物の確認済証及び検査済証の写し【通所型サービスのみ】 ※ ○ ○ 

建物の外観及び内部の様子がわかる写真 ○  

運営規程（料金表含む）  ○ 

重要事項説明書  ○ 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  ○ 

サービス提供実施単位一覧表【通所型サービスのみ】  ○ 

当該申請に係る資産の状況（直近の決算書、残高証明書、資産の目録、事業

計画書、収支予算書、損害保険書の写し等） 
 ○ 

賃貸借契約書の写し又は建物の登記簿の謄本（登記事証明書）原本  ○ 

役員名簿  ○ 

誓約書  ○ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書  ○ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表  ○ 

※消防法等関係法令に基づく検査等も必要となります。また、耐震性を有する書

類を確認する場合がありますので、ご留意ください。 

なお、未完成の場合は完成後に提出してください。 



27 

 

カ 既存事業所、新規事業所（平成２９年４月２日以降指定分）の手続き 

 

 平成２９年４月１日指定に間に合わなかった事業者については、既存事業所、

新規事業所のいずれのサービスについても４月２日以降の指定となります。 

事前相談から指定までの流れや提出書類等については、「オ 新規事業所 

（平成２９年４月１日指定分）の手続き」と同様です。 

なお、事前相談の受付から指定まで、最短でも約 3 箇月程度必要となりますの

で、期間に十分余裕を持って申請を行っていただきますようお願いします。 

 また、お越しの際は、必ず電話での事前予約（日程調整）をしてください。事

前予約がない場合は、対応できない場合がありますので、あらかじめご了承願い

ます。 

 

 

 

キ 他市町村の事業所の指定（みなし指定事業所） 

 

平成２７年３月３1 日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定

を受けた事業所は、国制度において全国一律で、既に現行相当サービスの指定を

受けているものとみなされます。 

そのため、現行相当サービスについては、改めて向日市への指定申請は必要あ

りません。 
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ク 他市町村の事業所の指定（みなし指定事業所以外） 

 

 近接市町村において、各市町村の総合事業における現行相当のサービスの指

定を受けている事業所については、向日市においても現行相当のサービスに限

り指定を行います。 

 そのため、みなし指定に該当しない事業所（平成２７年４月１日以降に介護予

防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所又は新規事業所）について

は、まず、各市町村で総合事業の現行相当サービスの指定を受けてください。そ

の後、向日市において指定を行います。 

 なお、向日市の指定に当たっては、向日市の基準を満たす必要がありますので、

ご注意願います。 

 

● 指定申請書の提出について 

 提出書類：提出書類一覧表（ｐ29）のとおり 

受付方法：持参又は郵送 

受付期間：持参平成２９年１月５日～平成２９年１月３１日（高齢介護課） 

郵送平成２９年１月５日～平成２９年１月２９日(当日消印有効） 

 注  意：郵送の場合は、総合事業指定申請書  他市町村分】在中と朱書きし

てください。本市が受け付けたことの確認が必要な場合は、副本と

返信用封筒（郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったも

の）を同封してください。後日、受付印を押印のうえ返送します。 

 

● 審査等について 

提出書類をもとに本市において審査のうえ、指定決定後に郵送で、指定書を

交付（平成２９年３月中旬予定）します。 

 

 

（３）郵送における書類の提出先について 

 

● 提出先 

 〒６１７－８６６５  向日市寺戸町中野２０ 

 向日市健康福祉部高齢介護課 総合事業担当 
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（４）提出書類一覧表 

 

指定申請書および添付書類 

介
護
予
防
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス 

生
活
支
援
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス 

介
護
予
防
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

短
時
間
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

各サービスの添付書類チェックシート ○ ○ ○ ○ 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）指定申請書 ○ ○ ○ ○ 

各サービスの記載事項（付表） ○ ○ ○ ○ 

申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ○ ○ ○ ○ 

役員名簿 ○ ○ ○ ○ 

誓約書 ○ ○ ○ ○ 

管理者の経歴書 ○ ○ ○ ○ 

サービス提供責任者又は訪問事業責任者の経歴書 ○ ○ ― ― 

従業者の一覧表 ▲ ▲ ▲ ▲ 

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ○ ○ ○ ○ 

従業者の資格を証する書類 ○ ○ ○ ○ 

事業所の平面図（面積・用途のわかるもの） ○ ○ ○ ○ 

事業所の設備等に係る一覧表 ― ― △ △ 

建物の確認済証及び検査済証の写し（未完成の場合は完成後提出）※１ ― ― ▲ ▲ 

運営規程（料金表含む） ○ ○ ○ ○ 

重要事項説明書 ○ ○ ○ ○ 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ○ ○ ○ ○ 

サービス提供実施単位一覧表 ― ― ○ ○ 

当該申請に係る資産の状況 ○ ○ ○ ○ 

既指定事業所の状況（各自治体の指定書の写し） ※２ ★ ★ ★ ★ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 ○ ○ ○ ○ 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ 

※１ 消防法等関係法令に基づく検査等も必要となります。また、耐震性を有す

る書類を確認する場合がありますので、ご留意ください。 

※２ 各市町村の指定期日により指定書の写しが申請時に提出できない場合は、

後日写しを確認させていただいたうえで指定書を交付します。 

▲：新規のみ △：前回と変更がなければ省略可 ★：既に指定を受けている事業所のみ 
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（５）指定の有効期間について 

 総合事業（分類①⑥以外）の指定の有効期間は指定日から６年間（予定）です。 

みなし指定分  分類①⑥）については、平成３０年３月３１日までの有効期間

となりますのでご注意ください。 

有効期間終了後に、引き続きサービスを行う場合には、更新の申請手続が必要

です。更新手続の期日等については、今後、ホームページで改めてお知らせしま

すので、ご確認ください。 

ただし、既に指定を受けている同種のサービスと緩和型のサービスを、一体的

に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、一体的に事業を実施する

同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。 

指定有効期間の短縮の希望の有無については、指定申請書の備考欄に、記入例

のとおりご記載ください。 

 

メリット 

・指定更新の手続の回数を削減できる。 

・同時に更新するサービスについては、申請書類の一部を省略できる。 

 

デメリット 

・有効期間満了前に更新の手続を行う必要がある。（有効期間が短くなる。） 

 

【例１】短縮しない場合 

  サービス種別ごとに更新手続きが必要 

 
 

【例２】短縮した場合 

  更新手続きが一度で完了 

 

緩和型サービス
指

定

６年 更

新

６年

現行相当サービス

(みなし指定）

指

定

更

新

６年 更

新

H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 H36.4.1H32.4.1 H33.4.1 H34.4.1 H35.4.1

緩和型サービス
指

定

更

新

６年 更

新

現行相当サービス

(みなし指定）

指

定

更

新

更

新

H31.4.1H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H32.4.1 H33.4.1 H34.4.1 H35.4.1 H36.4.1
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（６）加算届、運営規程等の変更について 

 

ア 加算の届出 

 加算に関する届出の取扱いについては、確定次第、本市ホームページで改めて

お知らせしますので、ご確認ください。 

今回に限り、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届

出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等一覧表について

は、指定申請の際ではなく、別途提出していただくことになります。 

 

イ 運営規程 

 みなし指定をされている事業所以外は指定申請時に提出が必要です。また、み

なし指定をされている事業所についても運営規程の整備が必要となりますので、

整備いただくようお願いします。 

 なお、本運営規程整備に係る変更届の提出は必要ありません。 

 

ウ 契約書 

 要支援者の利用者（「既利用者」という）に対し引き続き、現行相当サービス

を提供する場合は、利用者及び家族に対し、予防給付から総合事業へ移行した旨

の説明を行い、制度変更に即した新たな様式により契約書を取り交わす必要（※）

があります。 

なお、緩和型サービスを提供する場合は、新たなサービスの提供であることか

ら、既利用者であっても、必ず新たな様式により契約書を取り交わす必要があり

ます。 

 

※同意書の取り交わしでも可能ですが、新たな契約書による取り交わしを推奨

します。 

 

（７）その他 

  

平成 29年２月に総合事業事業所一覧を利用者及び地域包括支援センター向け

に作成する予定をしています。 
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６ 介護予防ケアマネジメント 

●介護予防・生活支援サービス事業を利用する際には、地域包括支援センターに

よる介護予防ケアマネジメントの実施が原則ですが、一部指定居宅介護支援

事業所に対する委託も可能です。 

●介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、利用者と目標を共有し、目標

達成に向けて主体的にサービスが利用できるよう支援することや、心身の機

能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような

居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプロ

ーチすることが重要です。 

（1）介護予防ケアマネジメント 

対象者 利用する 

サービス 

介護保険上の 

事業名 

実施方法 

（市町村直接実施を除く。） 

要支援者 介護予防 

サービス 

指定介護 

予防支援 

事業者指定【法第 58 条】 

サービス事業 

（新総合事業） 

第 1 号介護予防

支援事業 

事業者指定【法第 115 条の 45

の 3 第 1 項】 

厚生労働省令で定める基準に

適合する者※１に委託【法第

115 条の 47 第 4 項】 

事 業 対 象

者 

サービス事業 第 1 号介護予防

支援事業 

地域包括支援センターに委託

【法第 115 条の 46 第 1 項】 

※１…地域包括支援センター 
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（2）本市における介護予防ケアマネジメントの種類 

 本市では、次の２種類を実施する予定です。 

 原則的な介護予防ケアマネジメント（以下、「ケアマネジメントＡ」という。） 

 初回のみの介護予防ケアマネジメント（以下、「ケアマネジメントＣ」という。） 

（3）利用するサービスと介護予防ケアマネジメントの種類 

利用するサービスの組み合わせでケアマネジメントの種類が決まります。 

利用するサービス ケアマネジメントの

種類 介護予防サービ

ス（給付） 

※要支援者のみ 

訪問型・通所型 

サービス（総合

事業） 

一般介護予防事

業、民間のサー

ビス等 

○ ○ ○ 予防支援 

○ ○  予防支援 

○  ○ 予防支援 

○   予防支援 

 ○ ○ ケアマネジメントＡ 

 ○  ケアマネジメントＡ 

  ○ ケアマネジメントＣ 

注）ケアマネジメントＣについては、事業対象者及び要支援者へのアセスメント

の結果、予防給付及び総合事業によるサービス以外の支援につなげる場合に

適用されます。 
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《参考》国における介護予防ケアマネジメントの種類 

①ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス） 

・介護予防・生活支援サービス事業の

指定を受けた事業所のサービスを

利用する場合 

・短期集中予防サービスを利用する場

合 

・その他地域包括支援センターが必要

と判断した場合 

アセスメント 

→ケアプラン原案作成 

→サービス担当者会議 

→利用者への説明・同意 

→ケアプランの確定・交付 

【利用者・サービス提供者へ】 

→サービス利用開始 

→モニタリング【給付管理】 

②ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス） 

・①又は③以外のケースで、ケアマネ

ジメントの過程で判断した場合（指

定事業者以外の多様なサービスを

利用する場合等） 

アセスメント 

→ケアプラン原案作成 

（→サービス担当者会議） 

→利用者への説明・同意 

→ケアプランの確定・交付 

【利用者・サービス提供者へ】 

→サービス利用開始 

（→モニタリング【給付管理】） 

③ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス） 

・ケアマネジメントの結果、補助や助

成のサービス利用や配食などのそ

の他の生活支援サービスの利用に

つなげる場合 

（※必要に応じ、その後の状況把握を

実施） 

アセスメント 

→ケアマネジメント結果案作成 

→利用者への説明・同意 

→利用するサービス提供者等への説

明・送付 

→サービス利用開始 

※（  ）内は必要に応じて実施 

（4）ケアプランの自己作成（セルフケアプラン）の取扱い 

 総合事業のサービス事業については、ケアプランの自己作成による利用は想

定されていません。 
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（5）本市の介護予防ケアマネジメントの実施基準 

ア ケアマネジメントＡ 

 指定介護予防支援の人員、運営等に関する基準に規定されている事項から、介

護予防サービスに関する規定を削除して定めます。 

 

イ ケアマネジメントＣ 

 ケアマネジメントＡの基準から、サービス担当者会議、モニタリング及び給付

管理に関する規定を削除して定めます。 
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介護予防ケアマネジメン卜実施基準に規定する事項(現時点での案) 

指定介護予防支援等の人員，運営等の基準 
介護予防ケアマネジ

メント実施基準 

A C 
第 1 条 趣旨 ○ ○ 
第 1 条の 2 基本方針 ○ ○ 
第 2 条 従業者の員数 × x 
第 3 条 管理者 × × 
第 4 条 内容及び手続の説明及び同意 ○ ○ 
第 5 条 提供拒否の禁止 ○ ○ 
第 6 条 サービス提供困難時の対応 ○ ○ 
第 7 条 受給資格等の確認 ○ ○ 
第 8 条 要支援認定の申誇に係る援助 ○ ○ 
第 9 条 身分を証する書類の携行 ○ ○ 
第 10 条 利用料等の受領 × × 
第 11 条 保険給付の請求のための証明書の交付 × × 
第 12 条 指定介護予防支援の業務の委託 ○ × 
第 13 条 法定代理受領サービスに係る報告 ○ × 
第 14 条 利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付 ○ ○ 
第 15 条 利用者に関する市町村への通知 ○ ○ 
第 16 条 管理者の責務 × × 
第 17 条 運営規程 × × 
第 18 条 勤務体制の確保 ○ ○ 
第 19 条 設備及び備品等 × × 
第 20 条 従業者の健康管理 × × 
第 21 条 掲示 ○ ○ 
第 22 条 秘密保持 ○ ○ 
第 23 条 広告 ○ ○ 
第 24 条 介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等 ○ ○ 
第 25 条 苦情処理 ○ ○ 
第 26 条 事故発生時の対応 ○ ○ 
第 27 条 会計の区分 × × 
第 28 条 記録の整備 ○ ○ 
第 29 条 指定介護予防支援の基本的取扱方針 ○ ○ 
第 30 条 指定介護予防支援の具体的取扱方針 － － 
  第 1 号 担当職員による介護予防サービス計画の作成 ○ ○ 
  第 2 号 指定介護予防支援の基本約留意点 ○ ○ 
  第 3 号 計画的な指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等の利用 ○ ○ 

  第 4 号 総合的な介護予防サービス計画の作成 ○ ○ 
  第 5 号 利用者自身によるサービスの選択 ○ ○ 
  第 6 号 課題分析の実施 ○ ○ 
  第 7 号 課題分析における留意点 ○ ○ 
  第 8 号 介護予防サービス計画原案の作成 ○ ○ 
  第 9 号 サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 ○ × 
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  第 10 号 介護予防サービス計画の説明及び同意 ○ ○ 
  第 11 号 介護予防サービス計画の交付 ○ ○ 
  第 12 号  担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 ○ × 
  第 13 号 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取 ○ × 
  第 14 号 介護予防サービス計画の実施状況等の把握 ○ × 
  第 15 号 介護予防サービス計画の実施状況等の評価 ○ × 
  第 16 号 モニタリングの実施 ○ × 
  第 17 号 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取 ○ × 

  第 18 号 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取 ○ × 
  第 19 号 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 ○ ○ 
  第 20 号 介護保険施設との連携 ○ ○ 
  第 21 号 主治の医師等の意見書 ○ ○ 
  第 22 号 主治の医師等の意見書(医療サービス） × × 
  第 23 号 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の介護予防サービス計画への位置づけ × × 
  第 24 号 介護予防福祉用具貸与の介護予防サービス計画への反映 × × 
  第 25 号 介護予防特定福祉用具販売の介護予防サービス計画への反映 × × 
  第 26 号 認定審査会意見等の介護予防サービス計画への反映 ○ ○ 
  第 27 号 指定居宅介護支援事業者との連携 ○ ○ 
  第 28 号 地域ケア会議への協力 ○ ○ 
第 31 条 介護予防支援の提供に当たっての留意点 － － 
  第 1 号 日常生活の自立のための取組の総合的支援 ○ ○ 
  第 2 号 利用者の主体的取組の支援 ○ ○ 
  第 3 号 目標の設定と利用者、サービス提供者等との共有 ○ ○ 
  第 4 号 利用者の自立を最大限に引き出す支援 ○ ○ 
  第 5 号 給付対象外サービスの積極的活用 ○ ○ 
  第 6 号 地域支援事業等との連続性・一貫性に関する配慮 ○ ○ 
  第 7 号 介護予防サービス計画策定に当たっての利用者の個別性の重視 ○ ○ 
  第 8 号 機能改善後の状態の維持への支援 ○ ○ 
第 32 条 基準該当介護予防支援への準用 × × 

 

（6）介護予防ケアマネジメントの利用手続きに必要な書類 

 ケアマネジメントＡ・Ｃ 

① 重要事項説明書 

② 利用契約書 

※詳細については、後日お示しします。 
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（７）プランの様式 

ア ケアマネジメントＡ 

 介護予防サービス・支援計画書（指定介護予防支援と同じ） 

イ ケアマネジメントＣ 

 介護予防サービス・支援計画表（指定介護予防支援と同じ）又は簡易様式のい

ずれかを使用 
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（８）地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを担当できる者 

① 保健師 

② 介護支援専門員 

③ 社会福祉士 

④ 経験のある看護師 

⑤ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事 

 

 

（９）指定居宅介護支援事業者への介護予防ケアマネジメント実施の委託の

取扱い 

ア ケアマネジメントＡ 

  委託を可能とします 

＜参考＞委託の根拠法令 

要支援者：法第 115 条の 47 第 5 項 

事業対象者：実施要綱 

 

イ ケアマネジメントＣ 

  本市では委託を認めない。 

＜参考＞平成 27 年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.１）抜粋 

問１８０ 居宅介護支援費（Ⅰ）から（Ⅲ）の区分については、居宅介護支

援と介護予防支援の両方の利用者の数をもとに算定しているが、新しい介

護予防ケアマネジメントの件数については取扱件数に含まないと解釈し

てよいか。 

貴見のとおりである。 

※ 居宅介護支援の実施に支障がないように留意してください。 
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（10）本市からの地域包括支援センターへの委託料単価(案) 

○基本単価：４３０単位／件／月 

○初回加算：３００単位／件／回 

（ケアマネジメントＡ・ケアマネジメントＣのいずれも） 

※ １単位当たりの単価は、介護予防支援の地域単価と同じ（10.42 円）とする

予定 

 

 

＜参考＞平成 27 年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.1）抜粋 

問１８９ 介護予防・日常生活支援総合事業により介護予防マネジメント

を受けている者が、介護予防支援に移行した場合は、介護予防支援の

初回加算は算定できるのか。 

要支援者又はチェックリスト該当者に対して介護予防マネジメントを作

成することは、要支援者に対して介護予防サービス計画を作成することと同

等であることから、初回加算を算定できるのは、留意事項通知に示す、新規

で介護予防サービス計画を作成する場合である。具体的には、過去２月以上

地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておら

ず、介護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対

して介護予防サービス計画を作成した場合には算定が可能である。 

 

（11）本市からの地域包括支援センターへの委託料の支払い 

 審査支払事務については、国保連への委託を予定しています。なお、詳細は介

護予防ケアマネジメントに係る支払い事務と併せて、平成 29 年 2 月までにはお

示しする予定です。 
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７ 本市に居住する他市町村の被保険者への対応 

(1) 介護予防ケアマネジメント 

 住所地特例施設入所者（他住特） 

左記以外 京都府内市町村の

被保険者 

京都府外市町村

の被保険者 

介護予防ケアマ

ネジメントを実

施する地域包括

支援センター 

住所地特例施設所在地を担当する

地域包括支援センター 

当該地市町村

の被保険者に係

る保険者市町村

に問い合わせる。 

介護予防ケアマ

ネジメント依頼

届出書の提出先 

住所地特例施設所在地を管轄する

市町村 

（受理した市町村から保険者市町村

に届出書原本を転送する。） 

向日市からの委

託料の支払い 

京都府国保連

から支払い 

（予定） 

向日市から支

払い 

（2）訪問型サービス及び通所型サービス 

 住所地特例施設入所者（他住特） 左記以外 

利用できるサー

ビス事業所 

住所地特例施設所在地の市町村（向

日市）が指定している事業所 

当該市町村の被

保険者に係る保険

者市町村に問い合

わせる。 

報酬請求 京都府国保連に請求 

（保険者市町村が京都府国保連を通

じて支払い） 

※ 逆に、本市被保険者が、住民基本台帳を異動しないまま他市町村に居住して 

いる場合は、当該市町村の総合事業のサービスを利用することができません。そ

のような利用者がいる場合は、当該利用者又はその家族に対して、居住している

市町村に住民基本台帳を異動するように助言してください。 
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８ 一般介護予防事業 

 総合事業の実施に伴い、現行の二次予防事業と一次予防事業を一般介護予防

事業に再編し、本市の実情にあった効率的・効果的な介護予防の取組を推進しま

す。 

 

 

 

参考） 一般介護予防事業「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（厚生労働省）」 

事    業 内    容 

介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用

により、閉じこもり等の何らかの支援を要す

る者を把握し、介護予防活動へつなげる。 

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う。 

地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育

成・支援を行う。 

一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状

況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業

評価を行う。 

地域リハビリテーション活動

支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化す

るために、通所、訪問、地域ケア会議、サービ

ス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリ

ハビリテーション専門職等の関与を促進す

る。 
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９ スケジュール等 

（1）総合事業に係るスケジュール(予定) 

年 月 日 内     容 

平成 28 年 11 月 10 日・11 日 第 1 回事業者説明会 

平成 28 年 12 月 20 日 新設事業所説明会《本日》 

平成 28 年 12 月 26 日 地域包括支援センター向け説明会 

（利用者の移行手続き等） 

平成 29 年 1 月 5 日 事業者指定申請 受付開始 

平成 29 年 1 月 10 日 〃     事前相談 

平成 29 年 1 月 31 日 〃     期限 

平成 29 年 2 月 第 2 回事業者説明会（報酬の請求方法等） 

     4 月 総合事業開始 

※ 現在、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスを受けている方

は、原則として、4 月以降の認定更新時等に、順次、総合事業のサービスに移

行します。 

（2）質問について 

 本説明会及び本市が実施する総合事業に関する質問については、ＦＡＸ又は

Ｅメールにて、向日市健康福祉部高齢介護課にお送りください。 

 事業者間での情報共有のため、いただいた質問内容と回答は、Ｑ＆Ａとして本

市ホームページに掲載いたします。 

質問票送付先 

向日市健康福祉部高齢介護課 

ＦＡＸ ：０７５－９３２－０８００ 

Ｅメール：kourei@city.muko.lg.jp 
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(3) 向日市介護予防・日常生活支援総合事業についてのＱ＆Ａ 

【平成 28 年 11 月 28 日時点】 

サービス種別 質問内容 回答 

訪問型Ａ 訪問型サービス A に
おいて、一定の研修修
了者を従事者とするこ
とは可能か。 

一定の研修修了者による基準設定
は現在のところ考えておりません。 

訪問型Ａ みなし指定を受けて
いる事業所は、新たに

指定申請を行わなくて
も、自動的に「現行相当
サービス」及び「訪問型
サービス A」を提供で
きることになるのか。 

「現行相当サービス」は、みなし指
定により提供することが可能である

が、「訪問型サービス A」等の緩和型
サービスの提供にあたっては、その
基準に基づく新たな指定を受けるこ
とが必要となります。 

訪問型Ａ 既存の生活支援型ホ
ームヘルプサービス
は、総合事業開始後、ど
のような位置づけとな
るのか。 

総合事業の訪問型サービスとして
実施予定です。 

現行の予防 
サービス 

サービス利用時の単
価選択（「月当たりの包
括単価」か「利用 1 回

ごとの出来高で定める
単価」か）は、誰が、い
つ時点で行うのか。 

利用者が、ケアプラン作成時に選
択することとなります。したがって、
月の利用実績に関わらず、ケアプラ

ンに位置付けた単価以外で報酬請求
することはできません。 

全般 基本チェックリスト
実施後、ケアプラン作
成までは、総合事業の
サービスを利用するこ
とはできないという理
解でよいか。 

お見込みのとおり。 

全般 総合事業では速やか
にサービスにつなが
り、いわゆる「お守り認

定」の必要はないとい
う広報をしてもらえる
のか。 

基本チェックリスト実施後、ケア
プラン作成を経て、総合事業のサー
ビスを利用することができるため、

新たな流れについて、パンフレット
や様々な機会を通じて周知に努めま
す。 
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１０ 指定申請に係る様式 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定申請に係るチェックシート(訪問型サービス) 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定申請に係るチェックシート(通所型サービス) 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業） 指定申請書 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業） 指定申請書 【記入例】 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）（訪問型）の指定に係る記載事項 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）（訪問型）の指定に係る記載事項【記入例】 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）（通所型）の指定に係る記載事項 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）（通所型）の指定に係る記載事項【記入例】 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業） 廃止・休止届出書 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業） 廃止・休止届出書【記入例】 
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ＦＡＸ（０７５－９３２－０８００）又は、E メール（kourei@city.muko.lg.jp）にて、 

向日市健康福祉部高齢介護課に送付してください。 

※ Ｅメールの場合は、件名に「総合事業に関する質問」とご記載ください。 

向日市介護予防・日常生活支援総合事業 

質  問  票 

事 業 所 名  

サービス種別  

ご 担 当 者 名  電 話 番 号  

質 問 項 目  

質問内容 

※ 事業者間での情報共有のため、いただいた質問内容と回答は、Ｑ＆Ａとして本市ホームページ

に掲載いたします。 

 電話での回答はいたしかねますので、ご了承ください。） 


